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令和２年７月１日 

植木公民館 

  

令和２年度(2020年度)植木公民館自主講座生募集受付等について 
 新型コロナウイルス感染拡大防止のため遅れていました、令和２年度(2020年度)植木公民館自主講座生

募集受付を行います。

① 受付日 

 ・初めての方と２年目の方のみ  令和２年８月１日（土） 午前１０時～午前１１時 

 ・どなたでも          令和２年８月１日（土） 午前１１時～午後 ４時 

〔熊本市以外の方は、定員に達していない講座のみ８月５日（水）から受付を行います。〕 

② 受付場所 

 植木公民館（植木文化センター）２階 研修室 

③ 受付方法 

 ・事前に自主講座申込書を受け取り 、自宅で書いてきて下さい。 

 ・受付当日、自主講座申込書を受付場所に提出して下さい。（電話やFAXは不可。代理申込みは可） 

 ・８月１日（土）の午前１１時～午後４時までの申込で定員をオーバーした場合は、抽選とします。 

  〔８月１日（土）午前１０時～午前１１時までの申込みは、１１時からの申込みより優先します。〕 

 ・定員に達していない講座については、８月２日（日）以降も随時先着順で受け付けます。 

  〔開館日の午前９時～午後５時まで、公民館事務所窓口で受け付けます。〕 

※ 新型コロナウイルス感染状況が悪化した場合は、募集受付が再延期又は中止になる場合もあります。 

講座名 開催日時 対象・場所 定員 費用 申込締切 

お助け！夏休みの 

宿題・絵の部 

8月4日(火)・5日(水)・          

6日(木) （全3回）     

10:00～12:00   

小学3年生～6年生 

研修室 
15人 無 料 7/21（火） 

子ども体操 
8月 4日（火）・ 5日（水）・    

6日（木）・7日(金) （全4回） 

13:30～15:30         

小学1年生～4年生 

多目的ホール 
30人  無 料 7/21(火） 

夏の星空AR    

プラネタリウム体験
～スマホ・タブレット～ 

8月 8日（土）        

19：00～21:00           

小学生と保護者   

研修室 
15組 

1組あたり200円        

(タブレット使用料) 
7/24(金） 

親子で          

ミニトランポリン 

8月29日（土）・30日（日）   

（全2回）  13：00～15:00           

5歳～小学3年生と 

保護者        

多目的ホール 

10組  無 料   8/14(金） 

※７・８月開催の主催講座につきましては、新型コロナウイルス感染防止対策の関係で、

延期になったり中止になったり、人数を縮小する場合もございます。ご了承ください。 



熊本市植木まちづくりセンター 公民館班（植木文化センター内） 

〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1  TEL:272-6906 FAX:272-6916 

E-mail：uekikouminkan@city.kumamoto.lg.jp 

 

 

☆植木文化センター（植木公民館）

７月の休館日のお知らせ 

６日（月）・１３日（月）・２０日（月）・２７日（月） 
 

 ※休館日には受付（公民館・植木文化ホール）  

 と印刷はできません。 

 ※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、臨時 

  

地域の行事など広くお知らせしたい情報がありましたら、下記地域担当へご相談ください。 

植木まちづくりセンター 地域担当：和田・宮部・田中・江副・池田 

TEL：096-272-6966  FAX：096-272-6916 

 地域担当 令和2年（2020年）7月1日 ／ 第34号 

日 月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ ４ 

５ ６ ７ ８ ９ 1０ 1１ 

1２ 1３ 1４ 1５ 1６ １７ １８ 

１９ 2０ 2１ 2２ 2３ 2４ 2５ 

2６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１  

《主催講座の申込み方法》   

○窓口の場合は、はがきを1人1枚持参下さい。 

○受講に際し、公民館で配慮が必要な場合には遠慮なくご相談下さい。 

水害・土砂災害時の避難について 

植木地域における風水害の避難情報発令時に開設する避難所は、植木公民館（植木文化センター）です。 

住所：熊本市北区植木町岩野238-1  TEL：096-272-6906  

新型コロナウイルス感染症が収束しない中でも、 

災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則 です。 
 

・避難とは［難］を［避］けること。 

 安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。 
 

・避難先は、小中学校・公民館だけではありません。安全な親戚・知人宅に避難する  

 ことも考えてみましょう。 

洪水、土砂災害、高潮、津波を統合した統合型ハザー

ドマップを、2020年4月から熊本市ホームページで

公開しています。避難する際の参考にしてください。 

『熊本市統合型ハザードマップ』で検索  
 

※ 調べ方についても案内があります。 

  ご確認ください。 
 


